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・ 地方交付税（対前年度 28億円、2.0％減、H23：1,419億円→H24：1,391億円）は、法人事業

税等にかかる基準財政収入額が増加したことによる普通交付税の減少や、特別交付税の減少に

より減少しています。 

 

・ 国庫支出金（対前年度 21億円、2.4％増、H23：870億円→H24：890億円）は、紀伊半島大水

害からの復旧・復興に向けた災害土木復旧費負担金が増加したことなどにより増加しています。 

 

・ 繰入金
注
（対前年度 221億円、42.3％減、H23：522億円→H24：301億円）は、財政調整基金

や庁舎等整備基金からの取り崩しの減少などにより減少しています。 

 

・ 県債（対前年度 297億円、23.0％増、H23：1,295億円→H24：1,592億円）は、退職手当債や

災害復旧事業債、臨時財政対策債の増などにより増加しています。 
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款別歳入決算額対前年度比較
単位：百万円
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（３） 収入未済額・不納欠損額  

 収入未済額は 89 億円（対前年度 3 億円、3.7％減、H23：93 億円→H24：89 億円）に減少し

ています。 

 不納欠損額は ５億円（対前年度 0.9億円、21.4％増、H23：4.1億円→H24：5.0億円）に増加

しています。 

 

用語の説明 
 

・未収入特定財源 
予算の繰越手続により経費の一部を翌年度に繰り越して使用する場合には、これに見合った財源も

翌年度に繰り越さなければならないこととされている。この財源としては、当該年度の一般財源（県
税、地方交付税など使途が特定されておらず、どのような経費にも使用できるもの）や収入済みの特
定財源（使途が特定されているもの）のほか、当該年度には収入されていないが、翌年度に収入する
ことが確実な未収入特定財源が認められている。 
 
 

・地方法人特別譲与税 
平成20年の税制改正により、地域間の税源偏在の是正に対応するため、消費税を含む税体系の抜本

的改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税の一部を分離し、新たに地方法人特別税及
び地方法人特別譲与税が創設された。 
地方法人特別譲与税は、国税である地方法人特別税を都道府県が法人事業税と併せて徴収し国へ払

い込み、人口と従業員数で按分した額が国から都道府県に譲与されるものである。 
 
 

・地方特例交付金 
平成24年度における地方特例交付金は、「減収補填特例交付金」である。 
「減収補填特例交付金」は、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の実施に伴う地方公共

団体の減収を補填するために交付されるもの。 
 
 
・繰入金 

事業遂行に必要な財源が不足する場合などに、必要に応じて資金を繰り入れるもので、一般会計、
特別会計間相互の繰入金と基金からの繰入金の２種類がある。 
 
 

・地方消費税清算金 
都道府県は、地方消費税額に相当する額について、消費に関連した基準によって都道府県間におい

て清算（地方消費税清算金）する仕組みとなっている。また、地方消費税は都道府県税であるが、税
収入の1/2は「地方消費税交付金」として市町村に交付される。 
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・災害復旧費（対前年度 99 億円、144.0％増、H23：69億円→H24：167億円）は、紀伊半島

大水害に伴う公共土木施設にかかる災害復旧事業費（対前年度 80 億円、148.3％増、H23：54

億円→H24：134億円）や農林水産施設等にかかる災害復旧事業費（対前年度 18億円、134.1％

増、H23：14億円→H24：32億円）などで増加しています。 

 

・公債費（対前年度 42億円、4.1％増、H23：1,013億円→H24：1,055億円）は、県債にかか

る元金償還金（対前年度 39億円、4.8％増、H23：822億円→H24：861億円）などが増加したこ

とにより増加しています。 
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３ 収    支 

 （単位：億円）

歳入総額 歳出総額 形式収支 繰越すべ 実質収支 単年度収支 財調基金 財調基金 県債繰上 実質単年

年 度 C  き財源 E F  積立額  取崩額  償還額    度収支

A B (A-B） D （C－D） （E-前年度E） G H I F＋G－H＋I

２３年度 7,259 7,080 179 137 43 △ 18 1 139 0 △ 156

２４年度 7,297 7,105 192 132 60 17 52 59 0 10

＊それぞれの金額を四捨五入しているため、合計等が合わない場合があります。  

ア 収  支 

形式収支は、 192 億円のプラス（対前年度 13億円の増）で、前年度に比べ増加しました。 

実質収支は、 60 億円のプラス（対前年度 17億円の増）で、前年度に比べ増加しました。 

単年度収支
注
は、17 億円のプラス（前年度は 18億円のマイナス）となりました。 

実質単年度収支
注
は、10 億円のプラス（前年度は 156億円のマイナス）となりました。 
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 １４ 

 

用語の説明 

 

・単年度収支 
前年度以前の影響を排除するため、前年度の実質収支を控除し、当該年度だけの収支を捉えるもの。 

 

・実質単年度収支 
単年度収支の中には、実質的な黒字要素や赤字要素が含まれていることから、これらを加除し、単

年度収支が実質的にはどうであったかを表すもの。 

単年度収支 ＋ 財政調整基金積立金 ＋ 地方債繰上償還額 － 財政調整基金取り崩し額 
（黒字要素）     （黒字要素）      （赤字要素） 

 


